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制定 平成２５年 ６月１９日 原規技発第 1306193 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２６年 ４月１６日 原規技発第 1404152 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２６年 ７月 ９日 原規技発第 1407092 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２９年 ４月 ５日 原規技発第 1704051 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２９年 ８月３０日 原規技発第 1708302 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２９年１１月２９日 原規技発第 1711293 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２９年１１月２９日 原規技発第 1711299 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成３０年 １月２４日 原規技発第 1801246 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成３１年 ３月１３日 原規技発第 1903132 号 原子力規制委員会決定 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈」について次のように定める。 

 

   平成２５年６月１９日 

 

 

原子力規制委員会         

 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈」の制定について 

 

 

原子力規制委員会は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則の解釈」を別添のとおり定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２５年７月８日より施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１６日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年７月９日から施行する。 
附 則 
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この規程は、再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改

正する規則の施行の日（平成２９年５月１日）より施行する。 

附 則 

この規程は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則等の一部を改正する規則の施行の日（平成２９年９月１１日）より施行する。 

附 則 

この規程は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正す

る規則の施行の日（平成２９年１２月１４日）より施行する。 

附 則 
この規程は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の

施行の日（平成２９年１２月１４日）から施行する。 
附 則 

この規程は、試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関す

る規則等の一部を改正する規則の施行の日（平成３０年２月２０日）より施行する。 

附 則 

この規程は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正す

る規則の施行の日（平成３１年４月２日）から施行する。 
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原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた
めの設備 
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第二十七条 放射性廃棄物の処理施設  第五十二条 
水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止
するための設備 

第二章 設計基準対象施設 
 

第二十八条 放射性廃棄物の貯蔵施設  第五十三条 
水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す
るための設備 

第三条 設計基準対象施設の地盤  第二十九条 工場等周辺における直接線等からの防護  第五十四条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

第四条 地震による損傷の防止 
 

第三十条 放射線からの放射線業務従事者の防護  第五十五条 
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めの設備 

第五条 津波による損傷の防止  第三十一条 監視設備  第五十六条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止  第三十二条 原子炉格納施設  第五十七条 電源設備 

第七条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止  第三十三条 保安電源設備  第五十八条 計装設備 

第八条 火災による損傷の防止  第三十四条 緊急時対策所  第五十九条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

第九条 溢
いっ

水による損傷の防止等  第三十五条 通信連絡設備  第六十条 監視測定設備 

第十条 誤操作の防止  第三十六条 補助ボイラー  第六十一条 緊急時対策所 

第十一条 安全避難通路等  第三章 重大事故等対処施設  第六十二条 通信連絡を行うために必要な設備 

第十二条 安全施設  第三十七条 重大事故等の拡大の防止等    

第十三条 
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡
大の防止 

 
第三十八条 重大事故等対処施設の地盤    

第十四条 全交流動力電源喪失対策設備  第三十九条 地震による損傷の防止    

第十五条 炉心等  第四十条 津波による損傷の防止    

第十六条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設  第四十一条 火災による損傷の防止    

第十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリ  第四十二条 特定重大事故等対処施設    

第十八条 蒸気タービン  第四十三条 重大事故等対処設備    

第十九条 非常用炉心冷却設備 
 

第四十四条 
緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にす

るための設備 
   

第二十条 一次冷却材の減少分を補給する設備 
 

第四十五条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備 
   

第二十一条 残留熱を除去することができる設備 
 

第四十六条 
原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため
の設備 

   

第二十二条 
最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる
設備 

 
第四十七条 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用
原子炉を冷却するための設備 

   

第二十三条 計測制御系統施設  第四十八条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備    

第二十四条 安全保護回路  第四十九条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備    

別 添 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第二章 設計基準対象施設 

 

（設計基準対象施設の地盤） 

第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地

震力（設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそ

れがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影

響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）及

び兼用キャスクにあっては、同条第三項に規定する基準地震動に

よる地震力を含む。）が作用した場合においても当該設計基準対

象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならな

い。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十分に支持さ

れなくてもその安全機能が損なわれない方法により設けることが

できるときは、この限りでない。 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合においてもそ

の安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれがない

地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては

、地盤に変位が生じてもその安全機能が損なわれない方法により

設けることができるときは、この限りでない。 

第２章 設計基準対象施設 

 

第３条（設計基準対象施設の地盤） 

別記１のとおりとする。ただし、兼用キャスク及びその周辺施設

（以下「兼用キャスク貯蔵施設」という。）については、別記４のと

おりとする。 
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（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができる

ものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計

基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力

（以下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能

が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがあ

る斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射

性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損

なわれるおそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをそ

の設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる

合理的な地震力として原子力規制委員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

第４条（地震による損傷の防止） 

別記２のとおりとする。ただし、炉心内の燃料被覆材の放射性物質

の閉じ込めの機能については以下のとおりとし、兼用キャスク貯蔵

施設については別記４のとおりとする。 

一 第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、通常運転

時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重

と、弾性設計用地震動による地震力（本規程別記２第４条第

４項第１号に規定する弾性設計用地震動による地震力をい

う。）又は静的地震力（同項第２号に規定する静的地震力をい

い、Ｓクラスに属する機器に対し算定されるものに限る。）の

いずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対し

て、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態

に留まることをいう。 

二 第５項に規定する「基準地震動による地震力に対して放射性

物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがない」とは、通

常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの

荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件によ

り塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質

の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないことをいう。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面

の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（重大事故等対処施設の地盤） 

第三十八条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応

じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止

設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対

処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事

故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した

場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することが

できる地盤 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合

においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができ

る地盤 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和

設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合に

おいても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる

地盤 

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場

第３８条（重大事故等対処施設の地盤） 

１ 第３８条の適用に当たっては、本規程別記１に準ずるものとす

る。 

 

２ 第 1 項第２号に規定する「第４条第２項の規定により算定する

地震力」とは、本規程別記２第４条第２項から第４項までにおい

て、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重

要度分類のクラスに適用される地震力と同等のものとする。 

 

３ 第 1 項第４号に規定する「第４条第２項の規定により算定する

地震力」とは、本規程別記２第４条第２項第１号の耐震重要度分

類のＳクラスに適用される地震力と同等のものとする。 
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合においても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持すること

ができる地盤 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除

く。次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合におい

ても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない地盤に設けなければならない。 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設け

なければならない。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 （地震による損傷の防止） 

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応

じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力

に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐える

ことができるものであること。 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して

重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ものであること。 

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地震動による地震

力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないものであること。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生

ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するため

第３９条（地震による損傷の防止） 

１ 第３９条の適用に当たっては、本規程別記２に準ずるものとす

る。 

 

 

 

 

２ 第 1 項第２号に規定する「第４条第２項の規定により算定する

地震力」とは、本規程別記２第４条第２項から第４項までにおい

て、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重

要度分類のクラスに適用される地震力と同等のものとする。 

 

 

 

 

３ 第 1 項第４号に規定する「第４条第２項の規定により算定する

地震力」とは、本規程別記２第４条第２項第１号の耐震重要度分

類のＳクラスに適用される地震力と同等のものとする。 

 

４ 第 1 項第４号に規定する「特定重大事故等対処施設」に「基準

地震動による地震力に対してその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないもの」を適用する場合、基準
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に必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならな

い。 

地震動に対する設計基準上の許容限界は設計基準と同じものを適

用する（例えば、基準地震動に対して設計基準上の許容値を適用

する。）が、設計基準における措置とは性質の異なる対策（多様

性）を講じること等により、基準地震動を一定程度超える地震動

に対して頑健性を高めること。 

  例えば、設計基準事故対処設備は剛構造であるのに対し、特定

重大事故等対処施設に属する設備については、免震又は制震構造

を有することをいう。 

 

５ 第 1 項第４号の適用に当たっては、特定重大事故等対処施設の

機能を維持するために必要な間接支持構造物等の関連する設備等

は、特定重大事故等対処施設に求められる地震力に対してその機

能を喪失しないものであること。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 （特定重大事故等対処施設） 

第四十二条 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故

等対処施設を設けなければならない。 

一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するも

のであること。 

 

 

 

第４２条（特定重大事故等対処施設） 

１ 第１号に規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものであること」とは、以

下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する設備とす

る。 

 (a) 原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損するこ

とを防ぐために必要な離隔距離（例えば 100m 以上）を確保す

ること、又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建

屋に収納すること。 

 

２ 特定重大事故等対処施設は、第３８条第１項第４号、第３９条

第１項第４号及び第４０条並びに第４２条各号のそれぞれの要求

事項を満たす施設群から成るが、少なくとも第３８条第１項第４

号、第３９条第１項第４号及び第４０条の要求事項を満たす施設

は一の施設でなければならない。 

 

３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために必

要な設備」とは、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果

を有する設備をいう。 

(a)以下の機能を有すること。 
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ⅰ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（例えば、緊急時

制御室からの原子炉減圧操作設備） 

ⅱ．炉内の溶融炉心の冷却機能（例えば、原子炉内への低圧注水設

備） 

ⅲ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能（例えば、

原子炉格納容器下部への注水設備） 

ⅳ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能（例えば、格納

容器スプレイへの注水設備） 

ⅴ．原子炉格納容器の過圧破損防止機能（例えば、格納容器圧力逃

がし装置（排気筒を除く）） 

ⅵ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能（必要な原子

炉）（例えば、水素濃度制御設備） 

ⅶ．サポート機能（例えば、電源設備、計装設備、通信連絡設備） 

ⅷ．上記設備の関連機能（例えば、減圧弁、配管等） 

(b)上記３(a)の機能を制御する緊急時制御室を設けること。 

(c)上記３(a)の機能を有する設備は、設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）に対して、可能な限り、多重性又は多様性及び独立性を有

し、位置的分散を図ること。 

(d)重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）による格納容器破損防止対策が有効に機能しなかった場

合は、原子炉制御室から移動し緊急時制御室で対処することを想
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定し、緊急時制御室の居住性について、次の要件を満たすもので

あること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原

子力発電所事故と同等とすること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、

実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこ

と。 

(e)緊急時制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源（有毒ガスの

発生時において、運転員の対処能力が損なわれるおそれがあるも

のをいう。）の近傍に、有毒ガスの発生時において、有毒ガスが

緊急時制御室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が

著しく低下し、特定重大事故等対処施設の機能が損なわれること

がないよう、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための

装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時制御

室において自動的に警報するための装置その他の適切に防護する

ための設備を設けること。 

(f)通信連絡設備は緊急時制御室に整備され、原子炉制御室及び工場

等内緊急時対策所その他の必要な場所との通信連絡を行えるもの

であること。 
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三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまで

の間、使用できるものであること。 

(g)電源設備は、「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設

備」に電力を供給するものであり、特定重大事故等対処施設の要

件を満たすこと。同電源設備には、可搬型代替電源設備及び常設

代替電源設備のいずれからも接続できること。なお、電源設備

は、特定重大事故等対処施設に属するが、重大事故に至るおそれ

がある事故が発生した場合にも活用可能である。 

 

４ 第３号に規定する「発電用原子炉施設の外からの支援が受けら

れるまでの間、使用できるものであること」とは、例えば、少な

くとも 7日間、必要な設備が機能するに十分な容量を有するよう

設計を行うことをいう。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 （緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、

重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処する

ための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければ

ならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたもの

であること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６１条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備を備えたものをいう。 

 ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時

対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影

響を受けないこと。 

 ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪

失しないこと。 

 ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とするこ

と。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備

は、多重性又は多様性を有すること。 

 ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計

及び換気設計を行うこと。 

 ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすもので

あること。 

  ① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等とすること。 

  ② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価

すること。 
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２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容することができるものでなければならない。 

  ③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮し

てもよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備す

ること。 

  ④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7日間で 100mSv を超え

ないこと。 

 ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要

員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉格納容器の

破損等による工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための対

策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 

  


